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第１章 町の概要 
 
 遠軽町は、平成１７年１０⽉１⽇に生田原町、遠軽町、丸瀬布町、白滝村が合併し、
新しい遠軽町として発足しました。オホーツク海に注ぐ湧別川が町内を縦貫し、この湧
別川に⽀湧別川、丸瀬布川、武利川、瀬⼾瀬川、社名淵川、生田原川が合流する広⼤な
湧別原野に位置しており、オホーツクの玄関口となっています。 
 気候は、オホーツク海型気候地域に属しており、寒暖の差が⼤きい北海道にあっては
⽐較的冷涼な地域です。降水量は年間約８５９．２㎜と全道でも少ない地域であり、⽇
照時間は年間約１，６００時間と⽐較的多い地域です。 
 人口は、令和７年３⽉末現在で総人口１７，３７０人、世帯数９，５４４世帯となっ
ています。そのうち、都市計画区域内人口は１３，９２６人であり、遠軽町の人口の約
８０％がこの区域内に居住しています。 
 また、古くから交通の要衝として発展してきた地域であり、住⺠の⼤切な足となる鉄
道としてＪＲ⽯北本線が運⾏しています。道路網は、国道２４２号と３３３号の２路線
と道道１３路線が町内を網羅し、札幌・旭川⽅⾯と北⾒・網⾛⽅⾯、紋別・稚内⽅⾯の
各都市と結ばれており、今後も⾼規格幹線道路旭川紋別⾃動⾞道や地域⾼規格道路の整
備により、道央圏・道北圏とオホーツク圏を連絡する⾼速ネットワークの中継点の役割
を担っています。 
 このような交通の要衝としての利点から、遠軽地⽅の商業圏の中⼼地として、官公庁
や医療機関、商業関係など第３次産業の就業者が総就業者人口の約７５％を占めており、
産業構造が商業都市型であることを示しています。卸売・小売業の商業販売額は約３２
４億６３百万円（令和３年経済センサス活動調査）、⾷料品製造や⽊材、⽊製品製造な
どの工業出荷額は約９１億円（２０２０年工業統計調査）となっています。 
 
１ ⾏政⾯積 

年 ⽉ ⽇ ⾯  積 沿  革 
⼤正８年４⽉１⽇ １，３３２．２０ｋ㎡ 上湧別村から分村 
⼤正14年１⽉１⽇ １，０４６．０１ｋ㎡ 生田原村を分村 
昭和21年８⽉１⽇ ２０８．９５ｋ㎡ 丸瀬布村・白滝村を分村 
平成７年10⽉１⽇ ２０９．８７ｋ㎡ 国⼟調査 
平成13年10⽉１⽇ ２１０．１３ｋ㎡ 国⼟調査 
平成17年10⽉１⽇ １，３３２．３２ｋ㎡ ４町村合併 
平成26年10⽉１⽇ １，３３２．４５ｋ㎡ 国⼟地理院の測量⽅法変更に伴う変更 
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２ 人口の推移 

年 世帯数 人   口 摘   要 総数 男 ⼥ 
⼤正 ８ ３，５６２ １６，２４２  ８，７９２  ７，４５０ 上湧別村から分村 

      ９ ３，５１７ １７，４９２  ９，２１４  ８，２７８ 第１回国勢調査 
１４ ２，２４９ １２，３１３  ６，４３９  ５，８７４ 第２回国勢調査 

昭和 ５ ２，７３５ １５，５０１  ８，２２１  ７，２８０ 第３回国勢調査 
       ９ ２，８８８ １６，７５６  ８，７６９  ７，９８７ １級町村制施⾏ 

１０ ３，１１２ １７，８７８  ９，２８８  ８，５９０ 第４回国勢調査 
      １５ ３，３９６ １９，２９２  ９，９３６  ９，３５６ 第５回国勢調査 
      ２２ ２，６９４ １４，８６２  ７，４２８  ７，４３４ 第６回国勢調査 
      ２５ ２，８１４ １６，０２６  ８，１０４  ７，９２２ 第７回国勢調査 
     ３０ ３，３３３ １８，０８２  ９，３１８  ８，７６４ 第８回国勢調査 
     ３５ ４，０５８ １９，１７７  ９，７７２  ９，４０５ 第９回国勢調査 
     ４０ ４，９１６ ２０，３４６ １０，２２６ １０，１２０ 第１０回国勢調査 
     ４５ ５，５８５ ２０，４５８ １０，２３１ １０，２２７ 第１１回国勢調査 
     ５０ ５，９０９ ２０，３５４ １０，０９９ １０，２５５ 第１２回国勢調査 
     ５５ ６，６３４ ２１，０５７ １０，４７４ １０，５８３ 第１３回国勢調査 
     ６０ ６，８６１ ２１，１４３ １０，４３７ １０，７０６ 第１４回国勢調査 
平成 ２ ６，７９６ １９，４４１  ９，３８５ １０，０５６ 第１５回国勢調査 
       ７ ７，０５１ １８，８６０  ９，１２６  ９，７３４ 第１６回国勢調査 

１２ ７，３５３ １８，５０３  ８，９４１  ９，５６２ 第１７回国勢調査 
１７ ９，８６６ ２３，６４８ １１，４８６ １２，１６２ 第１８回国勢調査 
１８ １０，９３９ ２３，４７４ １１，４３４ １２，０４０ 平成１９年３⽉３１⽇ 

     １９ １０，７９３ ２３，１３３ １１，２６８ １１，８６５ 平成２０年３⽉３１⽇ 
     ２０ １１，７７７ ２２，８４０ １１，０６３ １１，７７７ 平成２１年３⽉３１⽇ 
    ２１ １０，８０４ ２２，５０８ １０，９０２ １１，６０６ 平成２２年３⽉３１⽇ 
    ２２ １０，７１７ ２２，２１９ １０，７２０ １１，４９９ 平成２３年３⽉３１⽇ 

     ２３ １０，６８９ ２１，９３２ １０，５７９ １１，３５３ 平成２４年３⽉３１⽇ 
     ２４ １０，６６１ ２１，７７６ １０，４９７ １１，２７９ 平成２５年３⽉３１⽇ 
     ２５ １０，６４２ ２１，５２２ １０，３９９ １１，１２３ 平成２６年３⽉３１⽇ 
     ２６ １０，５８４ ２１，１８３ １０，２４８ １０，９３５ 平成２７年３⽉３１⽇ 

２７ １０，４９４ ２０，７８９ １０，０７０ １０，７１９ 平成２８年３⽉３１⽇ 
２８ １０，４３６ ２０，４８３ ９，９１８ １０，５６５ 平成２９年３⽉３１⽇ 
２９ １０，３１０ ２０，１１８ ９，７５２ １０，３６６ 平成３０年３⽉３１⽇ 
３０ １０，２１１ １９，７５１ ９，６００ １０，１５１ 平成３１年３⽉３１⽇ 

令和 元 １０，１４４ １９，４４６ ９，４７９ ９，９６７ 令和 ２ 年３⽉３１⽇ 
２ １０，０６５ １９，１４７ ９，３０１ ９，８４６ 令和 ３ 年３⽉３１⽇ 

３ ９，９５３ １８，６６５ ９，０９９ ９，５６６ 令和 ４ 年３⽉３１⽇ 

４ ９，８４６ １８，２８８ ８，９０１ ９，３８７ 令和 ５ 年３⽉３１⽇ 

５ ９，６８３ １７，８３３ ８，６８２ ９，１５１ 令和 ６ 年３⽉３１⽇ 

６ ９，５４４ １７，３７０ ８，４３７ ８，９３３ 令和 ７ 年３⽉３１⽇ 
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第２章 都市計画の概要 

 
１ 都市計画の役割 

都市は規制の無い状態にあると、都市及びその周辺地域で無秩序な開発により不良な市
街地が形成されたり、あるいは過度な職住の混在により環境が悪化したり、公共投資の効
率が低下したりするなど、都市化に伴う様々な問題を発生させてしまいます。 

このような問題を未然に防止するため、まちづくりの基本的な構想に基づき、都市の成
⻑・発展を適正に誘導していく必要があります。総合的、⼀体的な⼟地利⽤、都市施設な
どの計画を策定し、これに基づいて、まちづくりを規制・誘導するとともに、整備事業を
実施して、計画的な都市形成を図っていく役割を果たすのが都市計画です。 

 
 
２ 都市計画の制度 

この都市計画の内容、決定手続、都市計画制限、都市計画事業などについて定めている
のが都市計画法であり、法第２条で次のとおり都市計画の基本理念を定めています。 

 
 ①健康で文化的な都市生活及び機能的な

都市活動を確保すること。  
 
 

都市計画の 
基本理念 

 
農林漁業との健全
な調和を図りつつ 

  
    
 
 

 
 

 
 ②このために適正な制限のもとに⼟地の

合理的な利⽤を図ること。  
 
 
３ 都市計画の内容 

まちづくりを計画的に進めるため、⼀体の都市として総合的に整備、開発及び保全する
必要がある地域を都市計画法に基づき都市計画区域として指定し、この都市計画区域ごと
に都市計画を定め、この計画に基づき⼟地利⽤の規制や都市計画事業等を実施します。 

  都市計画区域の指定には条件があり、｢市または人口１万人以上の町村で、第２次、第
３次産業の就業者が全就業者の５０％以上｣などの要件を満たすことが必要です。北海道
では、現在、１７９市町村中９９市町で７９の都市計画区域が指定されており、オホーツ
ク総合振興局管内では、遠軽町のほか、北⾒市、網⾛市など１０市町が指定を受けていま
す。 

  都市計画区域においては、⼟地利⽤に関して区域区分として市街化区域などを定めたり、 
地域地区として⽤途地域や特別⽤途地区、防火地域、準防火地域などを定めたりすること
ができるほか、都市施設として道路や公園、下水道などを定めて都市計画事業を⾏うこと
ができます。 
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あわせて、それぞれの地域特性を活かすため、地区計画等や準都市計画区域の指定がで
きることとなり、地域に合わせたまちづくりが可能になってきています。 

それらの都市計画を都道府県や市町村が定める際に、内容を審議するとともに、知事 
や市町村⻑の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議するため、学識経験のある者
や議会議員、住⺠代表などの委員からなる都市計画審議会が設置されています。 

また、近年、まちづくりへの関⼼が⾼まる中で、⼟地所有者やまちづくりＮＰＯ法人な
どが北海道や市町村に都市計画の提案ができるようになるなど、地域住⺠の⽅々と⾏政が
⼀緒になって地域のまちづくりに積極的に取り組んで、計画的なまちづくりを⾏うことに
なります。 

 
〔都市計画の概要図〕 
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第３章 遠軽都市計画の現況 
 
１ 都市計画区域の指定 

都市計画区域は、⼀体の都市として総合的に整備開発し保全する必要がある区域を都市
計画法に基づき決定するもので、健康で文化的な都市計画と機能的な都市活動を確保する
ために、法令等の規制を受ける⼟地の範囲のことです。 

遠軽町の都市計画区域が最初に決定されたのは、昭和２７年７⽉で、旧遠軽町⾏政区域
全域をもって決定されています。その後、将来の市街地の発展傾向、人口動向などを勘案
し、昭和４３年７⽉に区域を市街地周辺に縮小する⾒直しを⾏い、さらに昭和５６年、平
成４年に市街地の拡⼤、⼟地利⽤計画について検討のうえ変更を⾏い、現在に⾄っていま
す。旧生田原町、旧丸瀬布町、旧白滝村において、都市計画区域は決定されていません。 

 
遠軽町の都市計画区域 

告示年⽉⽇ 告示番号 ⾯  積 
昭和27年７⽉16⽇ 建設省告示 第 ９６３号 約 208.95ｋ㎡（約 20,895 ha） 
昭和43年７⽉24⽇ 建設省告示 第２０１８号 約 1,461 ha 
昭和56年７⽉20⽇ 北海道告示 第１５９１号 約 1,948 ha 
平成４年３⽉31⽇ 北海道告示 第 ４７６号 約 1,985 ha 

 ※遠軽都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針（令和元年１０⽉１８⽇決定・北海道
告示第６９７号）において測量精度向上により⾯積を約2,067 haに修正しています。 

 
２ 準都市計画区域の指定 

準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建
築、敷地の造成が現に⾏われ、⼜は⾒込まれる⼀定の区域で、当該区域の⾃然的及び社会
的条件等や法令による⼟地利⽤の規制の状況を勘案して、そのまま放置すれば、将来にお
ける都市としての整備、開発及び保全に⽀障が生じるおそれがあると認められる区域を指
定できるもので、現在、遠軽町で指定している区域はありません。 

なお、平成１８年１１⽉３０⽇に施⾏された改正都市計画法において制度改正が⾏われ、
農地を含め、⼟地利⽤の整序⼜は環境の保全が必要な区域に広く指定できるとともに、指
定権者が市町村から都道府県に変更されました。 

 
３ 都市計画の策定 

都道府県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（区域マスタープラン）」
は、都市計画相互間のきめ細かい調整を図り、都市計画の総合性及び⼀体性を確保するた
めの基本的な⽅針として、平成１６年４⽉に北海道が定め、平成２２年、２７年、直近で
は令和元年に⾒直しを⾏っています。 

また、この⽅針等に即して遠軽町は、｢市町村の都市計画に関する基本的な⽅針｣として、
快適なまちづくりのための理念・目標を定めた『遠軽町都市計画マスタープラン』を平成
１６年８⽉に策定し、平成２２年、平成２８年に⾒直しを⾏い、現在に⾄ります。 
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遠軽町の都市計画のマスタープラン 

決 定 事 項 決定年⽉⽇及び告示公表等 
 都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針 (道決定) 
 〔区域マスタープラン〕 

 平成16年４⽉６⽇ 
 北海道告示 第３９０号 
平成22年12⽉17⽇ 

 北海道告示 第８１３号 
平成27年８⽉４⽇ 
北海道告示 第５６０号 
令和元年10⽉18⽇ 
北海道告示 第６９７号 

 市町村の都市計画に関する基本的な⽅針   (町決定) 
 〔町マスタープラン〕 

 平成16年８⽉30⽇ 策定 
 平成16年９⽉30⽇ 公表 
平成22年８⽉24⽇ 策定 

 平成22年10⽉４⽇ 公表 
平成28年３⽉31⽇ 策定 
平成28年４⽉20⽇ 公表 

 
４ ⼟地利⽤規制 

⼟地利⽤計画は、都市の健全な発展と均衡ある整備を図るための基本計画であり、交通
計画との関連により、公共の福祉と都市機能の充実推進を図ろうとするものです。 

都市計画では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、｢市街化区域｣と
｢市街化調整区域｣との区域区分を定めることができたり、地域ごとの⼟地利⽤の目的に応
じて｢⽤途地域｣や｢防火・準防火地域｣等の地域地区を定めたりすることにより、建築物や
⼟地の区画形質の変更などについて必要な制限を課し、都市の合理的な利⽤を誘導するこ
とができます。 

 
(１) 区域区分 

区域区分は、道路・公園・下水道などの基盤整備についての公共投資を効率的に⾏いつ
つ、良質な市街地の形成を図る目的で、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに
区分するものです。三⼤都市圏や政令指定都市では区分することとされており、それ以外
では都道府県が区分するかしないかを選択することとしています。 

遠軽町では、区域区分による線引きは⾏っていません。（非線引き） 
 
(２) 地域地区 

地域地区の主となる⽤途地域は、住居、商業、工業など市街地の⼤枠としての⼟地利⽤
を定めるもので、１３種類（それぞれの⽤途に色が決められている）あります。⽤途地域
が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。その
ため、地域の目指すべき⼟地利⽤の⽅向を考えて⽤途地域を指定することは、いわば街に
色塗りが⾏われるわけです。 
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遠軽町の⽤途地域は、昭和４３年１２⽉に初めて指定し、その後、昭和４８年８⽉に市
街地の拡⼤による⾒直し、昭和５８年７⽉に全体⾒直しを⾏うなど変更を重ね、現在は、
⽤途地域⾯積６５８．６haとなっています。 

⽤途地域の内訳は、第⼀種低層住居専⽤地域、第⼀種中⾼層住居専⽤地域などの住居系
５種、商業地域や近隣商業地域などの商業系２種、準工業地域の工業系１種の８種類が指
定されています。 

市街地における火災の危険を防除するために定める地域である防火地域・準防火地域は、
現在、商業地域と近隣商業地域を準防火地域に指定しており、防火地域については指定し
ておりません。火災による類焼の防止を図る目的から建築基準法第22条により指定する区
域は、準防火地域を除く都市計区域全域を指定しています。 

そのほか、特別⽤途地区として第１種特別工業地区、第２種特別工業地区、スポーツ・
レクリエーション地区を、特定⽤途制限地域として田園居住地区、産業集積地区を指定し
て、建築物及び工作物の⽤途の制限を⾏っています。 

また、平成１６年３⽉に北海道により、都市計画区域のうち⽤途地域の指定のない区域
（いわゆる｢白地地域｣）における建築形態制限の指定がされています。 

 
⽤途地域決定内容 

種 類 ⾯積 
(ha) 

⾯積⽐ 
(％) 

建ぺい率 
(％) 

容積率 
(％) 備 考 

第⼀種低層住居専⽤地域 約 136   20.7  40 以下 60 以下 建築物の⾼さ制限 
10ｍ 

第⼀種中⾼層住居専⽤地域 約 103   15.6  60 以下 200 以下  
第二種中⾼層住居専⽤地域 約 97   14.7  60 以下 200 以下  
第⼀種住居地域 約 138   21.0  60 以下 200 以下  
第二種住居地域 約  47     7.1  60 以下 200 以下  
近隣商業地域 約  20     3.0  80 以下 300 以下  
商業地域 約   6.6     1.0  80 以下 400 以下  
準工業地域 約 111    16.9  60 以下 200 以下  

合 計 約 658.6  100.0    

 
 その他の地域地区の指定 

決定事項 決定内容等 決定年⽉⽇ 告示番号 

都市計画準防火地域の決定 ⾯積  23.4  ha 昭和58年７⽉５⽇ 遠軽町告示 
第 ２１ 号 

遠軽特別⽤途地区の決定 ⾯積  26.2  ha 平成28年10⽉20⽇ 遠軽町告示 
第 ６７ 号 

・【⽤途︓準工業地域】第１種特別工業地区（約8.0ha） 
・【⽤途︓準工業地域】第２種特別工業地区（約8.2ha） 
・【⽤途︓準工業地域】スポーツ・レクリエーション地区（約10ha） 
遠軽特定⽤途制限地域の決定 ⾯積 656.0  ha 平成28年10⽉20⽇ 遠軽町告示 

第 ６８ 号 
・田園居住地区（約598ha） 
・産業集積地区（約58ha） 
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決定事項 決定内容等 決定年⽉⽇ 告示番号 
都市計画区域のうち⽤途地域の 
指定のない区域における建築形態
制限の指定 

容積率、建ぺい率及
び建築物の各部分の
⾼さの制限 

平成16年３⽉２⽇ 北海道告示 
第２３２号 

 
 ⽤途指定のない区域内の建築物に関する数値指定 

地域番号 ⾯ 積 (ha) 建ぺい率(％) 容積率(％) 備  考 
遠－１ 約  943.4 60 以下 200 以下  

遠－２ 約  383 30 以下   50 以下  

合 計 約1,326.4    

 

 (３) 開発許可制度 

都市計画の制限の主なものである開発許可制度は、技術基準や⽴地基準の適合性の審査
を通じて、良好な宅地水準の確保や、都市計画の⼟地の利⽤目的に沿った開発⾏為が⾏わ
れる役割を有しています。近年では、市街地の拡散や低密度な市街地の形成を防止するた
め、コンパクトシティを形成する上でも重要な役割を担っています。 

開発⾏為は、主として建築物の建築⼜は特定工作物の建設の⽤に供する目的で⾏う⼟地
の区画形質を変更することを指します。 

遠軽町では、昭和５０年から宅地造成等の開発⾏為の申請、許可が⾏われています。 
 
 遠軽町において許可が必要な開発⾏為 

非線引き都市計画区域︓ ３，０００ ㎡以上 
都市計画区域外の区域︓１０，０００ ㎡以上 
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５ 都市施設 
(１) 交通施設（都市計画道路等） 

道路は、人や⾞の通⾏のためだけでなく、上下水道、電⼒・通信ケーブルなどの公共公
益施設を収容する空間でもあり、住⺠生活や都市活動の根幹となる施設です。都市の骨格
をなす主要な道路については、幹線街路・区画街路等の分類のもとに、都市施設として都
市計画決定し、都市計画事業として整備を進めています。 

遠軽町では、昭和３４年３⽉に８路線・総延⻑９，８３８ｍの計画決定を受け、最初の
事業として３・６・９岩⾒通街路事業が昭和３７年５⽉から始まりました。 

その後も、市街地の拡⼤に伴い昭和４８年８⽉に１路線を追加して９路線・１８，７０
０ｍの計画変更を⾏い、昭和６３年に⼟地利⽤との整合を図るために⼀部変更、平成３年
にも⼀部変更し、１０路線・総延⻑１９，９３０ｍとなりました。平成１５年１０⽉には
⾞線数の決定とそれに伴う区域変更を⾏い、現在は、１０路線で総延⻑１９，９２０ｍと
なっています。直近では、遠軽町芸術文化交流プラザ「メトロプラザ」建設に伴い、岩⾒
通の双⽅向通⾏のために幅員・⾞線数等を変更しています。 

 
都市計画道路 
区
分 

規
模 

番
号 路線名 延⻑ 

(ｍ) 
幅員 
(ｍ) 

⾞線 
数 

都市計画決定 
年⽉⽇ 告示番号 

３ ３ １ ⼤    通 約 4,850 ２２ ２ 平成15年10⽉21⽇ 北海道告示第 1858 号 
３ ４ ２ 停⾞場通 約 2,380 １８ ２ 平成30年 6⽉ 8⽇ 北海道告示第 430 号 
３ ４ ３ 役 場 通 約   420 １８ ２ 平成17年 5⽉18⽇ 遠軽町告示第 24 号 
３ ４ ４ 東１線通 約 2,940 １８ ２ 平成19年 3⽉12⽇ 遠軽町告示第 7 号 
３ ４ ５ 鴻之舞通 約   550 １８ ２ 平成15年10⽉21⽇ 北海道告示第 1858 号 
３ ４ ６ ⾼ 校 通 約 1,090 １８ ２ 平成15年10⽉21⽇ 北海道告示第 1858 号 
３ ４ ７ 野 上 通 約 1,550 １８ 

(⼀部15) 
２ 平成16年 7⽉20⽇ 遠軽町告示第 37 号 

３ ５ ８ 中学校通 約   730 １４ ２ 平成19年 3⽉12⽇ 遠軽町告示第 7 号 

３ ６ ９ 岩 ⾒ 通 約 3,380 
１１ 

(⼀部13.5) 
(⼀部14) 

２･１ 平成30年 6⽉ 8⽇ 遠軽町告示第 49 号 

３ ４ 10 南ヶ丘通 約 2,030 １８ ２ 平成15年10⽉21⽇ 北海道告示第 1858 号 
計 10路線 19,920ｍ  

 
交通広場(駅前広場) 

路線名 名称 ⾯ 積 都市計画決定 備考 年⽉⽇ 告示番号 
停⾞場通 遠軽駅前広場 2,100㎡ 昭和48年８⽉18⽇ 北海道告示 第2605号  
<特記事項> 
 
 
 
 

 ⾯積 ⽐率 ⼟地所有区分線界  
 
 
 

Ｊ Ｒ側  1,177.84 ㎡    56 ％  22.96 ｍ 
北海道側   925.45 ㎡    44 ％  18.04 ｍ 
合  計  2,103.29 ㎡   100 ％   

＊施設概要 舗装工・階段工(３か所)・外柵・⼟留め・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・排水施設⼀式 
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(２) 公園・緑地 
町⺠の価値観やニーズの多様化により、より快適な都市環境の整備が強く求められてお

り、増⼤するスポーツ、レクリエーション需要への対応や、都市災害に対応したオープン
スペースの確保など安全性の向上を図るため、都市内の公共空地としての公園・緑地・広
場などが適正な配置計画のもとに確保されなければなりません。 

遠軽町では、昭和３３年３⽉に現在の「みなみ公園（福路１丁目）」が最初に都市計画
公園の決定を受け、その後、市街地の拡⼤に伴う追加変更を⾏い、現在は都市計画公園が
１３か所で約59.75ha、河川緑地が１か所で156.8haとなっています。公園・緑地等が
住⺠生活に果たすべき役割が増⼤していることから、快適な生活を創造する公園づくりを
進めています。 

なお、都市公園法に基づく都市公園は、現在２２か所設置しています。 
 
 都市計画公園 

種別 
区 
分 

規
模 

番
号 

公園名 位 置 
⾯ 積 
（ha） 

都市計画決定 
年⽉⽇ 告示番号 

街区 ２ ２ １ ⻄町公園 ⻄町３丁目 約  0.26 平成 5年11⽉26⽇ 遠軽町告示 第 4 0 号 
２ ２ ２ 末広公園 ⻄町３丁目 約  0.15 平成 2年10⽉ 9⽇ 遠軽町告示 第 2 1 号 
２ ２ ３ 山の手公園 ⻄町２丁目 約  0.16 昭和61年12⽉13⽇ 遠軽町告示 第 3 5 号 
２ ２ ４ ⼤角公園 南町４丁目 約  0.10 昭和48年 5⽉22⽇ 遠軽町告示 第 1 6 号 
２ ２ ５ 豊⾥公園 字豊⾥ 

(豊⾥) 
約  0.17 平成11年11⽉ 1⽇ 遠軽町告示 第 3 6 号 

２ ２ ６ 東海林公園 南町３丁目 約  0.13 昭和48年 5⽉22⽇ 遠軽町告示 第 1 6 号 
２ ２ ７ ⼤通公園 ⼤通南４丁目 約  0.20 昭和48年 5⽉22⽇ 遠軽町告示 第 1 6 号 
２ ２ ８ 中央公園 １条通北３丁目 約  0.15 昭和48年 5⽉22⽇ 遠軽町告示 第 1 6 号 
２ ２ ９ 遠藤公園 ２条通北８丁目 約  0.10 昭和48年 5⽉22⽇ 遠軽町告示 第 1 6 号 
２ ２ 10 ⻄町２丁目公園 ⻄町２丁目 約  0.53 昭和50年12⽉22⽇ 遠軽町告示 第 1 7 号 

近隣 ３ ３ １ みなみ公園 福路１丁目 約  2.00 平成 5年11⽉26⽇ 遠軽町告示 第 4 0 号 
総合 ５ ６ １ 遠軽公園 ⻄町３丁目 

(⻄町１・２丁目及び丸⼤) 
約 45.8 平成 5年11⽉30⽇ 北海道告示 第1817号 

運動 ６ ４ １ 遠軽スポーツ公園 字向遠軽 
(東町１丁目) 

約 10.0 平成 5年11⽉30⽇ 北海道告示 第1817号 

                             都市計画公園  計 13か所  約 59.75 ha 
緑地    １  湧別川河川緑地  約156.8 平成 5年11⽉30⽇ 北海道告示 第1816号 

 ※位置については、都市計画決定時の所在であり、カッコ書きは現在の所在。 
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(３) 処理施設（下⽔道） 
都市下⽔路 

都市下水路は、市街地の浸水防除や環境整備を目的として、町が整備管理するものです。 
遠軽町においては、市街地の発展に伴う人口密集により、⼤雨時に浸水・帯水すること

が増えてきたため、昭和４０年度から都市下⽔路事業を始めました。最初に手掛けた学田
下水路事業は、市街地の中⼼部から学田地区までの集水⾯積171.10haを範囲として工事
が進められ、昭和４６年度に学田１・２号幹線が完成しました。その後も、都市下水路の
整備は⾏われましたが、後に計画される公共下水道に組み込まれることになります。 

 
公共下⽔道 

河川の汚濁が全国的に問題となっている背景を受け、昭和４５年に下水道法が改正され、
市街地の浸水防除や環境整備のほか、川などの水質保全を目的とした公共下⽔道事業が創
設されました。 

遠軽町においては、終末処理⽅法による公共下水道事業が昭和４９年に認可され、排水
区域556haのうち、第１次整備として215haの区域の整備を始めました。昭和６０年１０
⽉に供⽤を開始し、以後も整備を進めるとともに事業の⾒直しを重ね、公共下水道を着々
と整備してきました。現在の排⽔区域は659haで、都市計画⽤途地域外に設置する公共
関連特定環境保全公共下水道区域なども含めた公共下水道全体計画排水区域⾯積は747ha
になります。 

 
 下⽔道の概要 

 １ 下 水 道 の 名 称   遠軽公共下水道 
 ２ 告 示 年 ⽉ ⽇   平成２８年１０⽉２０⽇ 
 ３ 告 示 番 号   遠軽町告示 第６９号 
 ４ 排水⽅式及び区域    分  流  式  雨  水  約     ６５９ ha 
                                            汚  水  約     ６５９ ha 
 ５ 下 水 管 渠    放 流 幹 線 １  区画延⻑  約       ２５０ ｍ 
 ６ ポ ン プ 施 設   南 町 ポ ン プ 場  敷地⾯積  約     ９４０ ㎡ 
 ７ 処 理 施 設   遠軽下水処理場  敷地⾯積  約 ２８，０００ ㎡ 

 
(４) その他の都市施設 

その他の都市施設として、教育文化施設、医療施設、市場、と畜場、火葬場、流通業務
団地など、都市に居住する人々にとって快適な生活を営むために欠かせないさまざまな施
設を都市施設として指定することができます。 

遠軽町では、卸売市場を昭和４４年４⽉１１⽇に決定していましたが、市場業務の運
営・継続が困難になったことから、平成２９年４⽉３⽇をもって廃止としました。 
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６ 都市計画審議会  
都市計画審議会は、都市計画を定めたり、知事や市町村⻑の諮問に応じて都市計画に関

する事項を調査、審議したりするために設置することができます。市町村が設置する都市
計画審議会は、学識経験のある者や市町村議会の議員のほか、関係⾏政機関や都道府県職
員、当該市町村の住⺠のうちから任命し、５人以上３５人以内で構成します。 

遠軽町では、平成１２年４⽉から遠軽町都市計画審議会を設置しています。 
 
 遠軽町都市計画審議会の構成 

分  野 人 数 構  成 
学識経験のある者  ２人 北⾒工業⼤学、北海商科⼤学 
町議会の議員  ３人 遠軽町議会議員 
関係⾏政機関の職員・
都道府県職員  ２人 網⾛開発建設部遠軽開発事務所 

オホーツク総合振興局網⾛建設管理部遠軽出張所 
当該市町村の住⺠  ３人 町⺠から公募による 
         計 １０人           

 


